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書面等により条件を明示

書面等で依頼

見積もり書には材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費、建設業退
職共済掛金、必要となる作業日数などの内訳を明示（第２０条第４項）

注文者は下請からの見積の内容を考慮する

基準を踏まえた取引の考え方 | 労務費に関する基準ポータルサイト
https://roumuhi.mlit.go.jpに見積の様式があります

！NEW！
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1. 工事内容
2. 請負代金の額
3. 工事着手の時期及び工事完成の時期
4. 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
5. 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その時期及

び方法
6. 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出が

あつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法
に関する定め

7. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
8. 価格等（物価統制令（昭和21年勅令第118号）第2条に規定する価格等をいう。）の変動又は変

更 に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め
9. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
10. 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容

及び方法に関する定め
11. 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
12. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
13. 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保す

べき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めを
するときは、その内容

14. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
15. 契約に関する紛争の解決方法
16. その他国土交通省令で定める事項（令和７年１２月の時点では、国土交通省令において定められ

ている事項はありません。

※

※



※



参考：労務費に関する基準ポータルサイト https://roumuhi.mlit.go.jp











手形期間（サイト）が６０日を越える長期手形は、上記「割引をうける
ことが困難であると認められる手形」に該当するおそれがあります。



①完成図（建設工事の目的物の完成時の状況を表した図）
②発注者との打ち合わせ記録（工事内容に関するものであって、請負契約の当事者が相互に交付
したものに限る）
③施工体系図（法令上の作成義務のある工事に限る）
④見積書が作成されたときは、当該見積書の写し
⑤建設工事の請負契約締結前に必要に応じて作成した④の見積書の内容に関する打ち合わせ記録
（請負契約の当事者が相互に交付したものに限る）

※上記の図書は電磁的記録によることも可能
※発注者から工事を直接請け負っていない建設業者は④⑤のみ

！NEW！



著しく短い工期の禁止（法第１９条の５第１項及び第２項）

上記のケースは法第19条の５第１項に違反するおそれがあります。
注文者は、通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期
とする請負契約を締結することは禁止されています。

また、受注者も通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を
工期とする請負契約を締結することは禁止されています。（法19条の
５第２項）

建設業における働き方改革のためには適切な工期の確保が必要です。

！NEW！



（法第１９条の３第１項及び第２項）

・下請負人が、自ら原価に満たない金額を請負代金とする請負契約を締結した場合

上記のケースは法第19条の３第２項に違反するおそれがあります。
下請負人が原価に満たない金額で契約をして、その再下請が行われ
た場合、再下請負人に原価割れ工事を求めることが可能性が高く、
技能労働者の賃金支払いなどへの影響があります。

‘

参考：労務費に関する基準ポータルサイト https://roumuhi.mlit.go.jp

上記のケースは法第19条の３第１項に違反するおそれがあります。
注文者が自己の取引上の地位を不当に利用して通常必要と認めら
れる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結する
ことは禁止されています。

「自己の取引上の地位の不当利用」とは、取引上、優越的な地位に
ある元請負人が、下請負人を経済的に圧迫するような取引等を強い
ることです。

労務費等が著しく低くなるような見積もりや
見積もり変更依頼も禁止です！
（法第２０条第２項、第６項）

！NEW！



（法第１９条の３第１項）
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I ( 1 3）長期手形（法第24条の6第3項）
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また、営業所ごとに、営業所に関する図書（完成図、打
ち合わせ記録、施工体系図、見積書の写し、見積書の内
容に関する打ち合わせ記録）を１０年間保存することが
必要です。



○お問い合わせ先○


